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◇ はじめに 

 

埼玉大学は、令和３年度までの第３期中期目標期間において「埼玉大学 All in One Campus at 首都圏埼玉 ～

多様性と融合の具現化」というビジョンを立て、これに基づいて真に実効性ある大学改革に取り組んできた。 

この改革をさらに発展して進めるべく、令和４年度からの第４期中期目標・中期計画期間においては、「埼玉

大学 Action Plan 2022-2027」を掲げた。 

このアクションプランの下で、年度計画を立て、さらなる改革を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本評価書は、年度計画の取組状況のうち特記すべき取組を中心に収録したものである。本評価書の構成は、ま

ず特記すべき主な取組を取り出して図示し、次いで年度計画の優れた取組状況等について全体を示してある。末

尾には、年度計画達成状況の評価結果一覧を掲げた。 

本評価書は、教育研究評議会の議を経て確定し、大学が自ら行った評価の結果として、埼玉大学ホームページ

において公表する。 
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１ 評価の目的 

年度計画評価は、中期目標・中期計画の達成に向けた年度計画の実施状況等を点検することにより、各部局の

活動状況等を的確に把握し、年度計画の実施を適切に指導するとともに、部局間で優れた取組等を共有すること

で、本学の教育・研究を活性化させ、大学改革をより一層進展させることを目的としている。 

 

２ 評価の体制 

 本学における第４期中期目標期間に係る年度計画評価の実施体制は以下のとおりである。 

 

 

３ 評価のプロセス 

教育・研究等評価室では以下のプロセスで評価を実施した。 

（１） 令和６年１月 24 日付で各部局に対し、第４期中期計画に設定されている「検証可能な評価指標」（以下

「評価指標」という。）の着実な達成のため、評価指標の「基準値」や「達成を目指す水準」等の確認を依

頼した。 

（２） 令和６年２月 21日付で各部局に対し、令和５年度計画の実施状況及び評価指標の達成状況を自己点検・

評価し、令和６年３月 22日までに提出するよう依頼した。 

（３） 令和６年４月 24 日付で各部局に対し、評価室による評価結果とコメントを戻し、令和６年５月 10 日ま

◇ 令和５年度計画の評価（目的、体制、プロセス、基準等） 
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でに記述を修正・加筆の上、再提出するよう依頼した。 

（４） 各部局で修正・加筆された令和５年度計画自己点検・評価に基づき再評価を行い、評価案を作成した。 

（５） 作成した評価案を基に、大学評価委員会、教育研究評議会、役員会において審議され、令和５年度計画の

評価が確定された。 

 

４ 評価の基準 

年度計画の実施状況の評価にあたっては、国立大学法人評価委員会が定めた「国立大学法人の第４期中期目

標期間の業務実績評価に係る実施要領」（令和５年３月 23日決定）の評価の実施方法及び４年目終了時、６年

目終了時に国立大学法人評価委員会へ提出する「第４期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」の記

載例に基づき、「国立大学法人埼玉大学年度計画自己点検評価実施要領」を定めた。 

 

（１） 評価の観点 

年度計画の評価については以下のとおり定める。 

１） 中期目標・中期計画の達成に向けた年度計画が進行しているか 

２） 中期計画に設定した評価指標が当該年度の目指す水準に達しているか 

３） 年度計画を実施するために講じた措置等の記述が具体的にされているか 

４） 計画の実施状況が客観的なデータ（エビデンス）により確認できるように記述されているか 

 

（２） 評価基準 

当該年度における「実施状況」、「評価指標の達成状況」を確認するとともに、評価指標、年度計画

をそれぞれ以下の基準により自己評価を行う。 

【評価指標】 

評価 評語 

ⅲ 達成水準を大きく上回っている 

ⅱ 達成水準を満たしている 

ⅰ 達成水準を満たしていない 

 

【年度計画】 

評価 評語 観点 

Ⅴ 
年度計画を実施し、特に優れた実績

を上げている 

全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画

を実施し、優れた実績・成果を挙げており、

部局が特に認める場合 

Ⅳ 
年度計画を実施し、優れた実績を上

げている 

全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画を

実施し、優れた実績・成果を挙げていると判

断される場合 

Ⅲ 年度計画を実施している 
全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画を

実施していると判断される場合 
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Ⅱ 
年度計画を十分に実施していると

はいえない 

１つ以上の評価指標がⅰであり、年度計画を

十分に実施しているとはいえないと判断さ

れる場合 

Ⅰ 年度計画の実施が進んでいない 
１つ以上の評価指標ⅰであり、年度計画の実

施が進んでいないと判断される場合 

 

（３）特記事項の抽出 

部局間で取組等を共有させる観点から、以下の基準により取組を抽出する。 

 

取組 観点 

「優れた取組」 
優れた成果を出した取組であると判断するものや、注目すべき質

の向上があると判断するもの 

「特色ある取組」 

それぞれの個性を踏まえたユニークな取組であると判断するもの

や、結果的に十分な成果は出ていなくて、先進的な取組であると判

断するもの 

「改善を要する点」 
年度計画を未達成のもの、又は、中期目標・中期計画と照らして、

なお改善を要すると判断するもの 

「今後へ向けた要

望・意見」 

平均的な水準は維持しているが、さらによくするためのアドバイ

スが必要なもの 

 

５ 本評価書の公表 

本評価書は各部局に提供するとともに、埼玉大学ホームページで公表する。 
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◇ 年度計画の優れた取組状況等 

１.令和５年度計画における主な優れた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「埼玉大学公式 YouTube チャンネル」 

「コミュニティ・カレッジ パンフレット」 
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-6-



 

 

 

２.令和５年度計画における評価結果の状況 

 

 

３.令和５年度計画における特記すべき取組 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

１ 社会との共創 

〈優れた取組〉 【1-3-1 責任部局・実施部局：ダイバーシティ推進センター】 

実施状況 

 令和５年度は特に JST 次世代人材育成

事業「女子中高生の理系進路選択プログラ

ム」の一環で、埼玉大学公式 YouTubeチャ

ンネルに、中高生に向けた、本学の理工学

研究科女性教員及び他機関女性研究者の

動画を公開した。令和 5年度だけで、15本

も動画をアップロードし、アクセス数は

2500 回を超えた。５分前後のコンパクト

な動画で、理工系の学びの魅力を発信する

とともに、その学びが将来どのように生か

されるのかを楽しくわかりやすく紹介し

ている。女性が理工系で学び研究するロー

ルモデルを提示する動画は、中学校・高等

学校の進路指導にも活用されている。 

 この他、HP の大幅なリニューアルを実

施した他、埼玉県、さいたま市、国立女性

教育会館、彩の国女性研究者ネットワーク

参画機関、全国ダイバーシティネットワー

ク等によるダイバーシティ関連のイベン

ト情報を収集し発信した。 

社会との
共創

教育 研究 その他

Ⅴ　年度計画を実施し、特に
優れた実績を上げている 0

Ⅳ　年度計画を実施し、優れ
た実績を上げている 1 2 3 2 1 1 10

Ⅲ　年度計画を実施してい
る

2 8 6 5 4 6 12 43

Ⅱ　年度計画を十分に実施
しているとはいえない

2 6 2 1 11

Ⅰ　年度計画の実施が進ん
でいない

1 1

合　計 5 17 5 2 7 6 4 6 13 65

その他
重要事項

合計評価項目
教育研究等の質の向上

業務運営の改善
及び効率化

財務内容の改善
自己点検・評価
情報提供

その他

「埼玉大学公式 YouTube チャンネル」 
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 講演会、シンポジウムについては、第 14 回ダイバーシティ推進センター講演会の他、女性教員在職比率増加

のための意識啓発を目的とした 2 回の研修会、1 回の映画会を企画・開催し、これらの参加者の総数は 631 名と

なり、目標の 200 名を上回った。 

 

評価理由 

 中期計画に設定している「講演会・シンポジウム等の参加者数」の目標値（200 名以上）を達成しており、か

つ定性的な指標である「HP での発信内容の充実状況」についても女性教員、研究者の動画が数多く公開されるな

ど目標値を十分に上回っていることから、【優れた取組】と評価する。 

 

 

〈特色ある取組〉 【1-1-2 責任部局・実施部局：教育機構】 

実施状況 

 埼玉県知事を交えた「知事と埼玉大学学生の意見交換会」における政策提言では、令和４年度に提言した「サ

ービス産業事業者の労働生産性向上支援」を目的とした政策が埼玉県により採択されたほか、令和５年度は「温

室効果ガス削減に向けたフードロス削減」や「新たなモビリティの普及を見据えた、自転車ヘルメット着用の定

着と交通安全対策」といった内容が学生から提言された。 

課題解決型プログラム（プロジェクト）については、さいたまスーパーアリーナとの連携授業を新規に開講し、

さらに従来は１つの授業で取り扱う課題は１社のみとしていたが、２つの授業科目において複数の企業の課題を

取り扱うよう授業内容の見直しを行ったことにより、参加企業数が大幅に増加した。加えて企業アンケート結果

もすべての回答が５段階評価中上位２段階の評価となった。 

 

 

評価理由 

 政策提言により事業化された取組、課題解決型プロジェクト参加社数、評価指標である「政策提言により事業

化された取組」「課題解決型プロジェクト参加社数」ともに、実績値が目標値を上回ったことから、【特色ある取

組】と評価する。  

「知事と埼玉大学学生の意見交換会（令和 5 年度）」 
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〈改善を要する点〉 【1-1-1 責任部局・実施部局：教育機構】 

実施状況 

 令和５年度は、実務家教員による科目数、地域志向科目数については中期計画の目標値を上回ったが、課題解

決型インターンシップ受け入れ企業数については 11社に留まり、年度計画の達成を目指す水準 12社をわずかに

下回った。令和６年度以降の目標達成に向け、インターンシップ受入企業の増加を図るための検討を開始してい

る。 

 実務家教員による授業については、AL（アクティブ・ラーニング）科目や課題解決型授業へ実務家の方をゲス

トスピーカーとして招聘するなどしたこと、地域志向科目については、課題解決型授業で取り扱う課題について、

地域の課題を取り入れることなどにより、開講科目数の増加を図った。 

なお、企業及び学生へのアンケートについては、達成を目指す水準を上回った。 

 

評価理由 

「実務家教員による科目数」「地域志向科目数」「地域志向教育内容検証に関するアンケート結果（企業及び学

生）」は目標値を上回ったものの、「課題解決型インターンシップの受け入れ企業数」は実績値が 11 社であり、

目標値の 12社を達成していないことから、【改善を要する点】と評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【1-2-1 責任部局・実施部局：研究機構】 

実施状況 

 評価指標「受託研究の件数」について、達成を目指す水準として設定している令和４～５年度平均の目標値が

52 件以上であり、令和 4 年度実績を踏まえた令和 5 年度の目標値が 56 件以上であるところ、実績値は 46 件で

あり、達成を目指す水準に達していない。 

 URA オフィスでは、基礎・応用研究の学術成果を共同研究・受託研究等へ繋げるために、継続的に埼玉医科大

学、埼玉県立大学、両大学と埼玉大学との共同研究を推し進めている。令和５年度は、埼玉医科大学と 18 件の

共同研究新規マッチングを行い 14件の新規共同研究を成立させ、18件の共同研究の継続支援を行い、12件の共

同研究継続申請が成された。 

また、埼玉県立大学とは、10 件の共同研究マッチングを行い４件の新規共同研究を成立させた。令和６年度も

両大学との共同研究推進を継続する。 

 オープンイノベーションセンターでは、令和５年度も様々な産学官連携イベントに参加・企画することで研究

紹介に努め、技術相談や共同研究への発展、企業との各種補助金への共同申請、獲得に繋げた。 

また、産学官連携事業の活性化のために「埼玉大学産学官連携協議会」の活動を活性化させた。恒例となって

いるテクノカフェを始め、研究紹介イベントを複数回開催し、企業の呼び込みに努めた。本学教員主催の研究会

（勉強会）については、令和 5年度は６件活動し共同研究等への足掛かりとなっている。結果として、外部から

の関心も高まり、会員数は令和４年度から３社増加し、239会員となった。 

なお、オープンイノベーションセンターが直接関わった受託研究の件数は 4件であった。 
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評価理由 

 中期計画に設定している「受託研究の件数」の目標値（令和４～５年度２年間の平均で 52件以上」について、

令和 4年度実績を踏まえた目標値（56件以上）を達成できていないことから【改善を要する点】と評価する。 
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２ 教育  

〈優れた取組〉 【3-3-1 責任部局：教育機構 実施部局：各学部】 

実施状況 

教育機構は、基盤科目に学部を越えた学生間の討論や共同作業を活性化させることを企図して、ワンキャンパ

スという本学のメリットを活かし、他学部生との討論、共同作業等を行う AL（アクティブ・ラーニング）科目を

充実させるための試みとして、令和５年度において、各学部からの提供科目、基盤教育研究センター教員の担当

科目に加え、英語教育開発センター教員による科目や、ダイバーシティ推進センターと連携して実施した特別教

育プログラム「ダイバーシティ課題解決プログラム」の指定科目の大部分を AL 科目として新たに開講した。そ

の結果、AL科目群が 55科目という充実したラインナップとなった。 

 

評価理由 

各学部からの提供科目、基盤教育研究センター教員の担当科目に加え、英語教育開発センターやダイバーシ 

ティ推進センターとの連携による AL 科目を新たに開講したことにより、令和 5 年度の達成を目指す水準とした

AL科目数 40科目という目標値に対して、55科目の開講を実現していることから【優れた取組】と評価する。 

 

 

〈優れた取組〉 【4-2-1 責任部局：教育機構 実施部局：人文社会科学研究科】 

実施状況 

令和５年度において、人文社会科学研究科では、理論と実務の統合

を促すリカレント教育を体系的に実施し、組織をリードできる人材を

養成することを目指し、博士前期課程における社会人学生の教育を積

極的に推進するため、従来の宣伝活動に加えて、現職教員による年４

回のコミュニティ・カレッジを実施するなど、社会人に対する喚起を

促すための積極的な活動を行った。 

また、毎年の研究指導計画書を事前に示し、学生と指導教員相互が

指導計画を確認・共有することとし、計画的な研究の遂行を促す体制

を整えた。 

さらに、学際系においては従来の時間割に加え、夜間、土曜、遠隔

などの授業体制を整えたほか、経済系においては博士前期課程の中間

報告会において、遠隔による開催形式も選択できるように設定するな

ど、多忙な社会人学生のニーズに応えるための取組を実施した。 

その結果、令和５年度は社会人入学者数 16名及び社会人学位授与者

数 13名という実績を残すことが出来た。 

 

評価理由 

人文社会科学研究科は、理論と実務の統合を促すリカレント教育を体系的に実施することを目標にしている。 

令和 5年度に設定している「博士前期課程における社会人学生の入学者数」11 名という目標値に対して、社会

「コミュニティ・カレッジ パンフレット」 
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人入学者は 16名を実現し、また「博士前期課程の学位授与者数に占める社会人学生数」も 13名を達成したこと

から【優れた取組】と評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【2-1-1責任部局：教育機構 実施部局：各学部、研究科、教育機構】 

実施状況 

 授業評価アンケート総合評価項目の平均値は、目標値 4.45以上に対して令和５年度の平均値は 4.44と目標値

を下回った。授業評価アンケートの総合満足度の平均値を向上させるため、令和６年度は全体の科目に対して継

続的に教育改善に取り組みつつも、特に評価の低い科目に対して何らかの対策を行う必要がある。 

 

評価理由 

 中期計画に設定している「授業評価アンケート総合評価項目の平均値」の目標値（4.45以上）をわずかではあ

るが達成できていないことから【改善を要する点】と評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【5-1-1 責任部局・実施部局：国際本部】 

実施状況 

令和 5 年度の派遣学生数は、目標値の 375 名に対して 270

名に留まった。 

学生への留学支援として、入学時のガイダンス、各種説明

会・プログラム等を実施した。 

また、埼玉大学を希望する受験生に対し、オープンキャンパ

スにおいて留学相談ブースを設置して情報提供を行い、入学

後の派遣留学へ繋がるよう取り組んだ。新規に、学生の留学費

用を負担する保護者に対して、留学への理解を深めてもらう

ために、オンラインによる説明会を実施した。現在の円安、物

価高等により家計への経済面の負担が影響していると考えら

れることから、派遣留学数増加のために、経済的支援として派

遣留学の要件となる英語能力検定試験受験料の一部補助を

「埼大みらい基金」より措置することとした。 

さらに語学研修プログラムとして、オーストラリア協定校 

グリフィス大学附属の語学学校のプログラムを引き続き企画、実施した。フィリピンのデラサール大学の語学

研修プログラムも企画したが、参加希望者が最少催行人数に達しなかったため見送りとなった。 

今後も多くの学生を海外へ派遣するよう取り組んでいくが、引き続き現在の円安、物価高等により家計への経

済面の負担が影響することが考えられることから、派遣留学数増加のために、経済的支援として派遣留学の要件

となる英語能力検定試験受験料の一部補助を継続するとともに、新規に留学の成果として卒業要件 16 単位以上

「保護者説明会資料」 
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認定となった学生に対する奨励金の給付を「埼大みらい基金」より措置することとする。これにより、家計の経

済的負担への支援を行い、派遣留学生の増加に繋げ、あわせて目標達成のために取り組んでいくこととする。学

生の留学費用を負担する保護者に対し、留学への理解を深めてもらうために入学後の４月にオンラインによる説

明会を実施予定である。 

 加えて、短期派遣プログラムが、その後の中・長期派遣留学に繋がる可能性があるので、様々なプログラムの

新規開拓等の取組が重要であると考えている。令和６年度においては、新規にアメリカのカリフォルニア大学リ

バーサイド校エクステンションへの語学研修プログラムを計画している。理工系学生に向けた短期プログラムに

ついては、制定に向けて学内の調整を図っているところである。 

 留学経験者との交流会、体験談情報の提供、協定校からの交換留学生との学内での交流機会を提供し、異なる

価値観、異文化に触れる国際共修プログラムの充実を図り、留学への機運を高める。 

以上のような対策を講じて派遣学生数を増加させ、目標値達成に取り組んでいく。 

 

評価理由 

各種説明会の実施、英語能力検定試験受験料の一部補助、語学研修プログラムの企画・実施など、一定程度の

取組は行われているものの、「派遣学生数」の目標値（375名）を達成していないことから【改善を要する点】と

評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【5-1-2 責任部局・実施部局：国際本部】 

実施状況 

派遣留学説明会、留学内定者説明会、履修計画時において、留学の意義、学修計画の指導を行ったが、「卒業要

件として認定される単位数が 16 単位以上である中長期派遣留学生数」は 25 名に留まり、目標値の 50 名を達成

することはできなかった。 

 今後、目標値を達成するために引き続き派遣留学説明会、留学内定者説明会、履修計画時において、留学の意

義、学修計画の指導を更に強化していくとともに、留学中の修学状況を確認し、必要に応じて指導・助言をおこ

なうことにより単位取得に努めていく。 

また、派遣留学数が 50 名台で推移しており、引き続き円安、物価高等による家計への経済面の負担が影響す

ることが考えられることから、派遣留学数増加のための経済的支援として、派遣留学の要件となる英語能力検定

試験受験料の一部補助を継続するとともに、新規に留学の成果として卒業要件 16 単位以上認定となった学生に

対する奨励金の給付を「埼大みらい基金」より措置することとする。これにより、家計の経済的負担への支援を

行い、派遣学生の増加に繋げ、目標達成のために取り組んでいく。 

 

評価理由 

派遣留学説明会等の実施や学習計画の指導など、一定程度の取組は行われているものの、「卒業要件として認

定される単位数が 16 単位以上である中長期派遣留学生数」の目標値（50 名）を達成していないことから【改善

を要する点】と評価する。 
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〈改善を要する点〉 【5-1-3 責任部局・実施部局：国際本部】 

実施状況 

協定校への派遣留学など、各種説明会・プログラム等を実施し、国際

共修により異なる価値観に触れ、国際感覚を持った人材の養成に取り組

んでいる。 

 語学研修プログラムの安定した実施のために、エージェントに業務委

託し、プログラム実施体制を整備した。 

語学交換プログラムについては、日本人学生と留学生とのマッチング

の改善として、事前に日本人学生と留学生の全体での交流の場を設け、

そこでお互いによいと思ったパートナーを選び、その後の個別の交流を

進めていくこととした。上手く進まない場合には、また違うパートナー

を組むことも可能とした。 

プログラムに参加した学生に対するアンケート調査では、回答率向上

のために、記名式とし、具体的・段階的な設問とし改善を図った。アン

ケート調査の結果、５項目のアンケートでは、目標値である「５段階評

価のうち上位２段階までの評価の割合が 80％以上」を達成したが、語学 

交換プログラムについては、今回、マッチングについての対策を講じて取り組んだものの、目標値の達成に至ら

なかった。アンケートを分析し、引き続き改善を図り目標値の達成に向けて取り組んでいく。 

 

評価理由 

 日本人学生と留学生のマッチングの改善やアンケート調査の改善など一定程度の取組が行われ、６つのプログ

ラムのうち５つについては目標値である「参加者へのアンケート調査において５段階評価のうち上位２段階まで

の評価の割合が 80％以上」を達成したものの、語学交換プログラムについては目標値を達成していないことから

【改善を要する点】と評価する。 

  

「語学研修プログラム募集説明会パンフレット」 
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〈改善を要する点〉 【5-2-1 責任部局：国際本部 実施部局：各学部・研究科、国際本部】 

実施状況 

 オンデマンド・コンテンツの作成については、実施について具体的な方針を定めていなかったことにより作成

が進まず、令和５年度末の科目数は累計９科目に留まった。 

 今後は、令和６年１月に設置したオンデマンド・コンテンツプロジェクトチームにおいてオンデマンド・コン

テンツ作成・活用方針を定め今後の作成計画を決定し、実働ワーキンググループにおいて具体的作業を行い、目

標達成に向けて取り組んでいく。 

オンデマンド授業を活用した国際プログラムの拡充、海外協定校との連携については、オンデマンド・コンテ

ンツの作成とあわせて、実施に向けて取り組んでいく。 

 

評価理由 

 「オンデマンド型授業数」の目標値（累計 20 科目）を達成していないことから【改善を要する点】と評価す

る。 

 

 

〈改善を要する点〉 【5-2-2 責任部局：国際本部 実施部局：各学部・研究科、国際本部】 

実施状況 

オンラインを活用した各種留学プログラムについて未整備のため、学生へのアンケートを実施するに至らなか

った。 

オンラインを活用したダブルディグリープログラム策定に向けて、新たにテキサス州立大学と令和６年２月に

学術交流協定を締結し、学生の交換派遣留学を実施することとした。今後、ダブルディグリープログラム締結に

向けて協議し、プログラムの整備に向けて取り組んでいく。 

評価理由 

オンラインを活用した各種留学プログラムが未整備であり、「学生へのアンケートを実施する（５段階評価の

うち、上位２段階までの評価の割合を 80％以上）」に至らなかったことから【改善を要する点】と評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【5-3-1 責任部局：国際本部 実施部局：各学部・研究科、国際本部】 

実施状況 

令和 5年度は 658名の留学生の受け入れを行った。 

留学生受け入れについて分析を行いながら、増加に向けて取り組んだ。卒業生・修了生とのオンライン交流会

を実施し、これにより留学生のキャリアパスの状況を把握し、在学生や埼玉大学への入学を志望する受験生に向

けての情報発信を行うなど、次世代の優秀な留学生の獲得、輩出に繋げることを目指してきた。卒業生・修了生

との SNSのネットワーク構築として、令和 6年 3月にスリランカの卒業生・修了生とオンラインでの交流会を実

施した。今後も定期的に交流会を実施し、卒業生・修了生との持続的な関係を構築していく。 

海外協定校からの交換留学生の受入れの取り組みとして、日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度の
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奨学金を獲得し、留学生に対し条件により奨学金を給付することができるようになったことを募集で周知し、従

来欧米からの留学生が多かったのが、ベトナムやミャンマー等、発展途上国からの留学生も増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価理由 

 留学生受け入れ数の増加を目指して、留学生のキャリアパス状況の把握や受験生向けの情報発信を行っている

ものの、「留学生受け入れ数」が目標値（810名）に届かなかったことから【改善を要する点】と評価する。 

 

  

「スリランカの卒業生・修了生とオンラインでの交流会」 
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３ 研究 

〈優れた＆特色ある取組〉 【7-2-1 責任部局・実施部局：研究機構】 

実施状況 

〔X線・光赤外線宇宙物理研究領域〕 

X 線分光撮像衛星 XRISM 打ち上げ後の立ち上げ運用、軌

道上較正及び初期観測において、ミッション PI（研究主宰

者）、科学運用責任者、搭載装置運用メンバーとして、主導

的な役割を果たした。学術論文は目標値の 20 報に対して

23報発表、ワークショップは 3回実施した。 

 

 

 

〔グリーンバイオサイエンス研究領域〕 

バイオディーゼル燃料やジェット燃料の原料となる遊離脂肪酸を高生産する微細藻類シアノバクテリアの遺

伝子改変株を作製することに成功した。その成果は朝日新聞や読売新聞、NHK Eテレ「サイエンス ZERO」など多

数のメディアに報道された。論文数は目標値の 20 報を大きく上回り 27 報、また学術シンポジウムを主催した。 

 

〔健康科学研究領域〕 

健康科学研究領域においては、健康寿命の延伸や新たな生活様式への対応を念頭に、IoT 技術を用いた非侵襲

生体情報計測技術、AI技術を用いた大腸がん臨床検査・病理診断技術、人に寄り添った生活支援・リハビリテー

ション技術、糖鎖や抗体などの多価化による活性向上技術及びウイルスマーカーへの応用、蛍光検出試薬の検出

感度向上技術によりコロナウイルスやピロリ菌等へ展開などの研究を進めた。 

 論文数は目標値 15報に対して 23報の実績を得た。特に受託研究・共同研究・奨学寄附金等の外部資金獲得件

数が 44件と目標値の 6件を大幅に上回った。 

 

〔循環型ゼロエミッション社会形成研究領域〕 

循環経済移行及びゼロエミッション社会形成に資する国際共同研究・プロジェクトの推進を通して産業廃棄物

問題に代表される環境問題解決に取り組んできた。とりわけ、JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力プ

ログラム（SATREPS）「ベトナムにおける建設廃棄物の適正管理と建廃リサイクル資材を活用した環境浄化および

インフラ整備技術の開発」の最終年度であり、目標達成に向けて取り組んだ。外部資金として計 2件、学術論文

として計 7報を発表した。 

 

〔進化分子デザイン研究領域〕 

基礎研究としてタンパク質機能の解明に向けた新たなツール開発が進み、解明が待たれていた脂質単分子膜の

安定化に寄与するタンパク質群の機能解析技術の確立に至った。これらは実際に企業が応用展開をする上で重要

な成果で、社会還元に貢献できると期待される。また、食害を受けた植物が放出する揮発性化合物が近隣の植物

H-IIA ロケットによる XRISM 衛星の打ち上げ©JAXA 
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への危険情報シグナルとして伝えられるメカニズムの解明研究の成果、並びに埼玉県内に国内で唯一の自生地を

有することでも知られている食虫植物ムジナモの研究に関する取り組みの紹介は、NHK などの主要メディアに多

く取り上げられ、科学の素晴らしさの発信に大いに貢献することができた。特にカラフルな動画は子どもたちの

興味をひく格好の教育材料であるのみならず、向学心を有する多くの一般成人の興味を引き、生涯学習の啓蒙と

いう観点でも大きな貢献を果たした。 

特許申請 2件のほか、科研費基盤研究 Aを新規に獲得した。論文数については目標値 18報に対して 24報に上

っている。特にインパクトファクター10を超える論文を 2報（Science及び Nature Comm.）発表した。 

 

〔東アジア SD研究領域〕 

東アジアの持続的発展（Sustainable Development）をテーマとして、人文社会系や理工系の枠を超えた研究

を推進し、東アジア SDワークショップを 2件開催したほか、査読付き国際英文ジャーナルへ 18報及びディスカ

ッション・ペーパー（DP）2報を発表した。 

さらに JST国際青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプログラム）に「モリンガの環境保全利活用に

向けた技術交流」として採択された。 

 

〔未来光イノベーション領域〕 

産学連携を重視しており、共同研究は目標値の 4 件に対し大きく上回り 13 件となった。共同研究により開発

された製品が公益財団法人日本発明振興協会と日刊工業新聞社が主催する第 49 回発明大賞「発明功労賞」及び

モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する 2023 年超モノづくり部品大賞「電気・電子部品賞」を受賞し

た。発表論文数は目標値の 12報に対して 18報であった。 

 

評価理由 

 研究が確実に進展し「全ての項目」で基準を満たしているため、優れた取組及び特色ある取組と評価する。 

各領域でインパクトファクターの高い学術誌への論文発表、特許、受賞、さらにはメディアに取り上げられる

注目を浴びている。メディアを通して社会への啓蒙活動に発展させられている点は社会貢献に値する。大型の外

部資金獲得にも成功しており、全体的に高く評価できることから、【優れた取組及び特色ある取組】と評価する。 

 

 

〈優れた取組〉 【7-3-1 責任部局：研究機構 実施部局：人文社会科学研究科、教育学部、理工学研究科、研

究機構】 

実施状況 

 「国際共著論文数」の目標値が 250 編であるところ、実績値は 296 編であり達成水準を大きく上回っている。 

研究機構では、国際共著論文につながる国際共同研究活動の推進を図ることを目的として、外国の研究機関等

への訪問・フィールドワークのための出張や、外国からの研究者の招聘等にかかる経費を支援する「グローバル

化推進サポート経費」の募集を行い、８件の支援を行った。 

URA オフィスでは、国際学会開催の資金を援助する外部資金情報の案内、国際共同研究、国際共著論文増加が
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期待される SATREPS、科研費の国際共同研究強化の採択に向けた支援を行ってきた。 

令和５年度は JST SATREPS、JST ASPIRE、ERC synergyへの申請支援、国際ワークショップ開催支援を行った。 

 

評価理由 

 「国際共著論文数」が目標値（250編）を大きく上回り 296編となったことから【優れた取組】と評価する。 

研究機構と URA オフィスを中心に科研費や JST などの外部資金獲得へのサポートが厚く、よく機能している。 

 

 

〈優れた取組〉 【8-1-1 責任部局・実施部局：研究機構】 

実施状況 

 社会変革研究センター脱炭素推進部門に「脱炭素先行地域推進グループ」「脱炭素技術研究開発グループ」及

び研究プロジェクトとして「電力発生・変換・制御関連プロジェクト」「CO2削減・回収・再資源化プロジェクト」

を設置した。 

脱炭素推進部門シンポジウムを 11月に開催した（写真左）。第一部では、

脱炭素先行地域の共同提案者であるさいたま市、芝浦工業大学、東京電力

パワーグリッド株式会社から講演者を招いて脱炭素選考地域の取組を紹

介し、第二部では、本学教員２名を含む３名が、脱炭素に係る研究開発に

ついて発表を行った。 

「電力発生・変換・制御関連プロジェクト」における研究成果（原著論

文・著書等）の公表は、目標値 10報に対し 22報であり、特許の出願は目

標値 1件に対し 4件であった。 

「CO2 削減・回収・再資源化プロジェクト」における研究成果（原著論

文・著書等）の公表は、目標値６報に対し９報であり、特許の出願は目標

値１件に対し３件であった。 

東洋経済 ACADEMIC特別号『SDGsに取り組む大学特集 Vol.５』に社会変

革研究センター脱炭素推進部門の紹介及び部門に所属する教員２名のイ

ンタビューを掲載した。 

そごう大宮店において「埼玉大学『脱炭素社会を目指して』」と

題して、脱炭素に向けた取組や研究内容のパネル展示を行った（写

真右）。展示期間中の週末には、小学生を対象としたワークショッ

プ「ソーラーカーを作ろう」を開催し、24組の小学生とその保護

者が参加した。 

桶川市の「OKEGAWA hon プラス+」イベントスペースにおい

て、「埼玉大学発！脱炭素の実現に向けた試み」と題して、脱炭素

に係る取組の紹介や、部門に所属する教員 5 名の研究内容と人柄

が垣間見えるパネルの展示を行った。 
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地域共創研究部門に「地域共創研究拠点推進グループ」「研究開発グル

ープ」及び研究プロジェクトとして「地域課題発掘プロジェクト」「高

齢社会変革技術開発プロジェクト」を設置した。 

さいたま市・埼玉大学共同シンポジウム「さいたま市の近未来－さ

いたま市の 10年後の社会を中心に－」を開催した（写真右）。市民を

はじめとする約 60 名の参加があり、パネルディスカッションでは活

発な議論が行われた。 

評価理由 

 脱炭素推進部門及び地域共創研究部門においていずれも新規プロ

ジェクトを立ち上げ、シンポジウムやパネルディスカションを行なっ

た。学外におけるパネル展示やメジャー誌でのインタビューなど社会

への発信が行われ、「論文や特許」の目標値も大きく上回っていること

から【優れた取組】と評価する。 

 

 

〈改善を要する点〉 【7-1-1 責任部局：研究機構 実施部局：人文社会科学研究科、教育学部、理工学研究科、

研究機構】 

実施状況 

 著書数と論文数の一部の指標について、目指す水準を達成できていない。 

 著書数については、理工学研究科では目標値 48件であるところ、実績値 32件であり、達成を目指す水準に達

していない。教育学部については、達成を目指す水準として設定している令和 4～5 年度平均の実績値は達成し

ているものの、単年ごとの目安となる目標値 37件に対して 24件であった。 

論文数については、人文社会科学研究科（査読なしを含む）では目標値 133件、実績値 118件、教育学部（査

読付き）では目標値 64件、実績値 42件であった。 

なお、人文社会科学研究科における著書数と理工学研究科における査読付き論文数は目標値を達成した。 

 科研費の受入件数については、目標値 278件、実績値 247件であり、達成を目指す水準に達していない。教員

数の減少（R4：430→R5：411）が理由として考えられる。なお、目標値 278件は、基準値の４％増を目指す数値

となっているが、全教員一人当たりの採択件数では、第３期中期目標期間中の年平均 0.59 件に比べ、令和 5 年

度分では 0.60件と増加（1.7％増）している。 

研究機構では、競争的外部資金獲得及び各種研究推進を支援するためのサポート経費(研究費)の配分として、 

・科研費⼤型種⽬不採択者へのサポート：33件 

・若手研究者サポート：16 件 

・グローバル化推進サポート：８件 

を行った。 

また、科研費アドバイザーによる申請書支援を 33件行ったほか、研究強化教員を 37名採択した。 

 URA オフィスでは、科研費の受入件数を増やすために、申請状況を分析して全学向けに科研費説明会を行い、
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35件の申請書作成支援を行った。さらに論文数増加や本学のオープンアクセスの推進のため、日本語でも論文出

版が可能なオープンアクセス出版である Japan Institutional Gatewayに加盟し、Gateway Advisorとして URA

オフィスが参加した。 

 

評価理由 

 年度当初に構成員に対し指標を共有、積極的に成果を発信するよう要請し、「研究強化教員制度」や「バイアウ

ト制度」を利用する教員を増やすよう推進したものの、「著書数、論文数、科研費受入件数」いずれも目標値を下

回っていることから【改善を要する点】と評価する。 

 

〈改善を要する点〉 【9-1-1 責任部局：ダイバーシティ推進センター 実施部局：人文社会科学研究科、教育 

学部、理工学研究科、産学官連携ダイバーシティ推進課】 

実施状況 

 令和 5 年度の女性教員在職比率は 19％となり、目標値を下回った。一

方、ライフイベント中の教職員のための支援制度新規利用者比率について

は、目標値 10％を大幅に上回り 47％となった。女性教員在職比率は、教

員の転出も影響していること、女性教員の積極的採用と女性教員の定着に

むけた取り組みの重要性を伝えている。 

全学運営会議において、第４期中期目標・中期計画期間の目標と現状の

乖離について繰り返し報告することで各部局での問題の共有をはかった。

同時に、目標達成のための施策について学長室とともに検討を重ね、学長

裁量経費による女性限定公募のための戦略的ポストサイクルシステムを

見直し、令和６年度よりその予算を積極的な女性採用に結びつくよう効果

的に運用することとした。具体的には、令和６年度から、女性教員を採用

した場合の研究補助者雇用システムの運用、女性採用の際の人事凍結の解

除を実施することが決まっている。また女性教員比率をあげるため、令和 

５年度２回の FD/SD研修を実施し、さらに意識啓発に取り組んだ。 

※さいだいメリンルーム（写真右）は、主に子育てをしながら働く

教職員や大学院生・学生が、勤務中や授業中に一時的に学内にお

いて（自らの責任で用意したシッター等に）子どもを預けること

や授乳や子どもとの休憩などに利用できるスペースとして開設し

ている。 

 

評価理由 

意識啓発を様々な形で行い、女性教員在職率増加に向けた取り組みを行っているものの、評価指標の「女性教

員在職比率」が 19％で目標値を下回った。一方で「ライフイベント中の教職員のための支援制度新規利用者比率」

は 47％と目標値 10％を大きく上回った。全体としては、【改善を要する点】と評価する。  

「FD/SD 研修 パンフレット」 

「さいだいメリンルーム」 
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４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

〈優れた取組〉 【10-1-1 責任部局：教育機構 実施部局：教育学部、教育学研究科、附属四校園】 

実施状況 

 「共生ダイバーシティ社会」の担い手づくりとなる教育モデ

ルの開発、実践をすすめ、「異なる文化や言語」「生命の多様性」

をテーマとした取り組みを附属四校園で行った。「異なる文化

や言語」「生命の多様性」のテーマを取り入れ、日常の授業に

おける授業改善のほか、教育実践フォーラムや、各附属学校園

の教育研究協議会・公開保育研究会で成果を公表し、参加者と

共有するとともに、それらを消化した上で教育モデル開発の

道筋を作った。 

 

附属小学校では、他附属学校園へ教員を派遣、視察、情報収

集、男女混合名簿の作成や上海の学校との交流、埼玉大の留学

生との交流を行い、通常の音楽・国語・理科・総合学習の授業

内で「異なる文化や言語」「生命の多様性」にかかわるテーマ

を扱い授業開発を行った。 

附属中学校では、国語で「宗教」をテーマに学習、社会でジ

ェンダーを意識したポロシャツのデザインを提案、理科でバ

ックグラウンドの異なる他者との議論を通して概念理解を進

化させ、美術でファッションにおける性の多様性について専

門家と共同して研究し、保健体育で性別、体力差、体格差に関

わらず運動に誰もが楽しめる環境設定を試み、技術・家庭で

UDL（学びのユニバーサルデザイン）に基づいた授業実践を行

うなど、授業開発を行った。 

附属特別支援学校では、高等部でホーチミン日本人学校の

「総合」の授業と交流し、小学部・中学部で野菜の栽培、高等

部で動物の世話を通した授業開発を行なった。 

附属幼稚園では、民族楽器を含む様々な楽器や絵本・紙芝居

等に触れる体験、大学やおやじの会と連携し、ビオトープを通

して幼児が生命の多様性を学ぶ実践につなげた。 

以上の取り組みを通じて、教育学部、埼玉大学内との連携だ

けでなく、学校外、国内外と連携して、教育モデル開発を拡大

して進めた。 
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評価理由 

「異なる文化や言語」「生命の多様性」をテーマに取り入れ、日常の授業における授業改善のほか、教育実践フ

ォーラムや、各附属学校園の教育研究協議会・公開保育研究会で成果を公表し、参加者と共有するとともに、そ

れらを消化した上で「共生ダイバーシティ社会」の担い手づくりとなる教育モデル開発の道筋を作った。 

各附属校園で教育モデル開発を課題共有し、教育実践を通してすすめ、評価指標「教育学部・教育学研究科と

連携した「共生・ダイバーシティ社会」の担い手づくりを目的とした教育モデルの開発状況」が当該年度の達成

水準を満たしていることから、【優れた取組】と評価する。 

 

 

〈優れた取組〉 【10-1-2 責任部局：教育機構 実施部局：教育学部、教育学研究科、附属四校園】 

実施状況 

 教育実践フォーラムの事後アンケートでは肯定的評価が 97.3％、教育研究協議会（公開保育研究会）では、肯

定的評価が附属小学校で 97％、附属中学校で 96.9％、附属特別支援学校では 91.6％、附属幼稚園では 100％と

目標値を上回った。 

「共生ダイバーシティ社会の担い手づくり」という現代教育の喫緊の課題について、各校園固有の状況を踏ま

えつつ、様々な提案を行い、参加者の共感を得ることができた。 

 

評価理由 

 参加者の事後アンケートでは、「各附属学校園研究協議会」で 96.3％（平均）、「教育実践フォーラム」で 97.3％

となり目標値（肯定的評価割合 80％）を達成していることから【優れた取組】と評価する。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

〈優れた取組〉 【12-2-2 責任部局：研究機構 実施部局：研究機構】 

実施状況 

科学分析支援センターでは、学外からの分析依頼を受けている旨を宣伝するチラシを作成して広報に努め、他

大学、研究機関及び民間企業を対象に依頼測定を実施した。 

（１）四大学連携に基づく依頼測定（自己測定含む）：26件 

茨城大学、宇都宮大学、群馬大学及び埼玉大学では、「機器分析装置の設置施設相互利用申し合わせ」（四

大学連携）を締結しており、各大学の分析装置を各大学の学内料金で相互に使用できる体制を確立している。 

各大学では連携大学からの依頼に基づき、自己測定や依頼分析に対応している。これらの相互利用関連情

報（埼玉大学とりまとめ）は、随時最新情報へ更新しており、利用しやすい環境を整えている。 

（２）他大学・研究機関からの依頼測定：27件 

国立大学等の研究設備の共用を推進している大学連携研究設備ネットワーク（事務局：自然科学研究機構

分子科学研究所）への機器情報の随時提供・更新を行い、学外他機関からの依頼が増えるよう努めている。 

（３）民間企業からの依頼測定：72件 

（４）民間企業との共同研究に基づく依頼測定：94件 

学外からの分析依頼を受けている旨を宣伝するチラシを

作成したほか、大学が発行する『埼玉大学研究マップ』（令

和５年６月発行）や『統合報告書 2023』（令和５年 12 月発

行）にも同様の記事等を掲載し、産学官連携協議会の会員企

業への配付や、オープンイノベーションセンターが実施す

るイベントでの配付、掲示等を行い、民間企業からの依頼増

加に努めた。その結果、共同研究に基づく依頼を含めた民間

企業からの依頼件数が大幅に増加（令和４年：45件→令和 

５年：166件）し、コロナ禍以前の水準まで回復した。 

 

評価理由 

 学外からの分析依頼を受けている旨を宣伝するチラシを作成したほか、大学が発行する『埼玉大学研究マップ』

や『統合報告書 2023』にも同様の記事等を掲載し、産学官連携協議会の会員企業への配付や、オープンイノベー

ションセンターが実施するイベントでの配付、掲示等を行い、民間企業からの依頼増加に努めた。その結果、共

同研究に基づく依頼を含めた民間企業からの依頼件数が大幅に増加し、「研究設備等の外部機関への共用利用件

数」が目標値（185件）を上回る 219件となったことから【優れた取組】と評価する。 

  

埼玉大学研究マップ 埼玉大学統合報告書 2023 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

〈優れた取組〉 【13-3-2：責任部局、実施部局：財務部】 

実施状況 

資金状況を適確に把握した上で、安全性を重視しつつ、金利状況及び金融市場を分析しながら効果的な資金運

用を行った。 

証券会社から定期的に債券の公募情報を入手し、証券会社から条件付き購入確約を得て、令和５年度当初に 10

年電力債を購入した。令和５年度は 20年国債、５年電力債、10年電力債、15年電力債、５年財投機関債により

6,324千円の運用益となった。 

 

評価理由 

資金状況を適確に把握した上で、安全性を重視しつつ、金利状況及び金融市場を分析しながら効果的な資金運

用を行っており、証券会社から定期的に債券の公募情報を入手し、証券会社から条件付き購入確約を得て、令和

５年４月に 10年電力債を購入したことにより、「令和５年度の保有資金の活用による資金運用益」が目標値（3,200

千円）を上回る 6,324千円となったことから【優れた取組】と評価する。 

 

 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の

提供に関する事項 

○ 年度計画は全て「【Ⅲ】年度計画を実施している」と評価し、優れた取組等の特記すべき取組はなかっ 

た。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

○ 年度計画は全て「【Ⅲ】年度計画を実施している」と評価し、優れた取組等の特記すべき取組はなかっ 

た。 
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Ⅵ 改善を要する点と今後へ向けた要望・意見 

 

 第４期中期目標・中期計画期間は、令和４年度から始まっており今期は、各中期計画に達成状況を測る評価指

標が設けられ、第３期中期目標・中期計画期間に比べて、この指標の目標達成が厳格に求められることとなった。

このため、工程表として予め６年間の計画を立て、各年度計画を着実に達成すれば、中期目標・中期計画が達成

できるようにした。 

 年度計画は、文科省から示された中期目標大綱から作成した 52 計画と大学独自で作成した 13 計画からなる。

令和５年度については前者の 52計画中、「Ⅱ（年度計画を十分に実施しているとはいえない）」に留まるもの 10、

「Ⅰ（年度計画の実施が進んでいない）」と評価されるものが１となった。前年度はⅡが 15、Ⅰが１であったの

で、若干改善が進んだとも、ほとんど進んでいないとも解釈される。引き続き、全学的に改善に向けて取り組ん

でいく事が必要である。なお、本学が独自に設けた年度計画が 13 あり、そのうちⅡとされるもの１であり、Ⅰ

とされるものは０であった。 

 評価結果は、それが明らかになった段階で評価室から大学評価委員会へ報告している。改善が必用とされるも

のについては、学長名で該当する各部局に令和６年度以降の改善策の提出を求めた。既に改善策は全て提出され

ており、評価室、大学評価委員会で、それらにより改善が見込まれるものと判断された。該当する各部局には、

今後の大学評価委員会に出席を求め、令和６年度計画及び改善策実施状況の報告を求める予定である。それによ

り、評価指標の目標値、そして年度計画の達成を強く促していく。中期計画作成担当理事・副学長におかれては、

今後も、各年度計画の自己点検・評価において、中期目標・中期計画の達成へ向けた進捗を意識していただくよ

うお願いしたい。 

 これに対して、10 の年度計画は「Ⅳ（年度計画を実施し、優れた実績を上げている）」となった。これは前年

度と同数であり、レベルが維持されたといえる。今後は、さらに高い目標へ向けて取り組むことを期待する。併

せて、「Ⅲ（年度計画を実施している）」となった年度計画についても、より意欲的に高いレベルを目指すことを

期待する。 

令和６年 10月 

教育・研究等評価室長 長澤 壯之 
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令和５年度計画評価結果一覧

評価指標

「達成水準を大きく上回っている」（ⅲ） 「優れた取組」（黄色塗りつぶし）

「達成水準を満たしている」（ⅱ） 「特色ある取組」（オレンジ色塗りつぶし）

「達成水準を満たしていない」（ⅰ） 「改善を要する点」（青色塗りつぶし）

「今後へ向けた要望・意見」（緑色塗りつぶし）

年度計画

「年度計画を実施し、特に優れた実績を上げている」（Ⅴ）

「年度計画を実施し、優れた実績を上げている」（Ⅳ）

「年度計画を実施している」（Ⅲ）

年度計画を十分に実施しているとはいえない」（Ⅱ）

「年度計画の実施が進んでいない」（Ⅰ）

令和５年度計画 検証可能な評価指標 評価指標 年度計画 責任部局 実施部局

【1-1-1】
◎教育機構は、インターンシップ受け入れ企業を増やし、実務家教員に
よる科目、地域指向科目を増設する準備を行う。
　また、インターンシップ科目のうち課題解決型インターンシップの受
け入れ企業数を増加させ、併せて企業と学生へのアンケートを行い、地
域を志向した教育内容となっているか満足度を検証する。

【1-1-①】
○実務家教員による科目、地域志向科目、インターンシップ科目等の実
施状況
（実務家教員による科目数及び地域志向科目数：令和元年度から～令和
２年度の平均の10％増加させる。
インターンシップ科目：課題解決型インターンシップの受け入れ企業数
（令和元年度実績値10社）を第４期中期目標期間終了時までに15社以上
とする。地域を志向した教育内容となっているか、企業と学生へアン
ケートを行い、５段階のうち上位２段階までの評価の割合を毎年度80％
以上とする。）

ⅰ Ⅱ 教育機構 教育機構

【1-1-2】
◎県知事を交えた「知事と学生の意見交換会」で政策提言を行い、事業
化される取組を１件以上を目指す。
　課題解決型プロジェクトについては、企業等の参加数６社以上とする
とともに、参加企業増加を準備する。企業等アンケートによりその教育
効果を検証する。

【1-1-②】
○①政策提言、②課題解決型プロジェクトの実施状況
　（①政策提言：県知事を交えた「知事と学生の意見交換会」で政策提
言を行い、事業化される取組を第４期中期目標期間終了時までに６件
（毎年度平均１件）とする（実績：令和２年度までの５年間で４件事業
化）。
②課題解決型プロジェクト：企業等の参加数を第４期中期目標期間終了
時までに第３期中期目標期間中（コロナ禍以前の平成30年度～令和元年
度の平均値：６社）よりも増やす。企業等アンケートによる５段階のう
ち上位２段階までの評価の割合を毎年度80％以上とする。）

ⅲ Ⅲ 教育機構 教育機構

【1-1-3】
◎社会人学生が受講しやすいように、東京にサテライト教室（東京ス
テーションカレッジ）で開講し、夜間および土曜開講、長期履修制度を
実施する。また遠隔による研究指導等を実施する。

【1-1-③】
○リカレント教育としての人文社会科学研究科博士後期課程における、
社会人学位授与者数を第４期中期目標期間中毎年度７名以上とする。
（第３期中期目標期間中の平均７名）

ⅱ Ⅲ 教育機構
人文社会科学研究

科

【1-2-①】
○共同研究の件数（第４期中期目標期間平均を第３期中期目標期間平均
の５％増を目指す。）、受託研究の件数（第４期中期目標期間平均を第
３期中期目標期間平均の10％増を目指す。）

ⅰ

【1-2-②】
○共創スペースの設置件数（令和２年度実績を基準に毎年度１件増を目
指す。）、共創スペースを活用した共同研究の受入額（第４期中期目標
期間平均を第３期中期目標期間平均の15％増を目指す。）

ⅱ

【1-3-1】
◎教育研究支援体制に加え研究支援体制の面で、ダイバーシティ推進オ
フィスの体制を強化し、彩の国女性研究者ネットワークを基盤として、
埼玉県内のダイバーシティ環境の推進のため、広報内容を充実させると
ともに、男女共同参画の推進や多様性の包摂に資する講演会やセミナー
などを実施する。

【1-3-①】
○ダイバーシティ推進センター（仮称）HPでの発信内容の充実（県内イ
ベント情報の収集と発信）、開催イベントの参加者数（第４期中期目標
期間中、毎年度200名以上を目指す。）及び満足度（上位２段階までの
評価の割合が90％以上を目指す。）

ⅲ Ⅳ ダイバーシティ推
進センター

ダイバーシティ推
進センター

２ 教育

【2-1-1】
◎教育機構、各学部・研究科は、３ポリシーの妥当性を検証する基礎資
料として、新入生調査、在学生調査、卒業・修了時満足度調査、企業調
査を実施する。

教育情報を公表する。

教育機構は卒業生・修了生アンケートを実施する。

【2-１-①】
○授業評価、卒業時アンケート及び卒業生・就職先アンケートの実施状
況
（授業評価、卒業時アンケート：３ポリシー（アドミッション・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）の妥当性を把
握するために実施する。
（授業評価アンケート（５段階の総合評価項目の平均値）の全タームの
平均値を、毎年度令和３年度実績 （第１ターム4.45）以上とする。
卒業時アンケートでの科目満足度（上位２段階までの評価の割合、令和
２年度卒業時調査実績値90％）を毎年度90％以上とする。

卒業生・就職先アンケート：教育課程と社会的ニーズとの適合性を把握
するために実施する（卒業生アンケート（３年に１回）・就職先アン
ケート（毎年度））。
満足度（上位２段階までの評価の割合）は、90％以上とする。改善点の
指摘・要望・意見も重要なデータとして収集する。）

ⅰ Ⅱ 教育機構
各学部・研究科、

教育機構

【2-1-2】
◎全学の教員が参加できるＦＤ・ＳＤ研修会の開催や各学部へのＦＤ・
ＳＤ研修用素材を提供することで、各部局の教員参加率を向上させる。

【2-１-②】
○FD・SDの実施状況
（全学・各学部FD・SD研修会等の実施回数と参加率）
（FD・SDの実施回数：年２回以上とする。
 FD・SDの参加率：年間に実施される研修会への教員の参加率を毎年度
平均90％以上とする））

ⅱ Ⅲ 教育機構
各学部・研究科、

教育機構

【3-1-1】
◎教育機構は学部横断的な数理データサイエンス教育の体制を構築し、
数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）を
全学部（昼間コース）で必修化する。

機械学習、テキストマイニング等のより高度なデータサイエンス関連科
目を２科目以上開講する。

【3-1-①】
○数理・データサイエンス教育実施状況（授業科目数、受講者数）
（リテラシー教育としては、全学部学生（昼間）が受講する。より高度
なデータサイエンスについて学ぶ科目を、第４期中期目標期間終了時ま
でに、５科目開講し、受講者250名とする。）

ⅱ Ⅲ 教育機構 各学部

【3-2-1】
◎教育機構は教育におけるICTの活用を促進するため、FD・SD研究会の開
催もしくはFD・SD用の教材を提供する。
教育機構は各部局と協力し教員の教育におけるICTの活用状況を調査する
（遠隔授業、予習・復習用の教材提示、小テスト、レポート収集、掲示
板、クリッカー、その他）。

【3-2-①】
○ICTを活用した授業科目数（第４期中期目標期間終了時までに全授業
科目数の40％以上とする。）

ⅱ Ⅲ 教育機構
各学部・研究科、

教育機構

【3-2-2】
◎教育機構は各学部、研究科の協力のもと課外プログラムを実施する。

教育機構は他大学との学部授業の単位互換を実施する。

【3-2-②】
○他大学との単位互換や共同プログラムの実施状況
（単位互換：令和５年度から毎年度、平均５科目以上実施する。
　共同プログラム：他大学との課外プログラムを、第４期中期目標期間
中、令和５年度から毎年度実施する。）

ⅱ Ⅲ 教育機構
各学部・研究科、

教育機構

【3-3-1】
◎教育機構は基盤科目に学部を越えた学生間の討論や共同作業を活性化
させるためにＡＬ科目群を40科目開講する。

【3-3-①】
○AL科目の授業数
（令和５年度にAL科目の授業数を40とし、第４期中期目標期間終了時ま
で維持する。（令和元年度～令和３年度の当該科目の平均値は15））

ⅲ Ⅳ 教育機構 各学部

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項

特記事項

「優れた取組」＆「特色ある取組」（ピンク色塗りつぶし）

「優れた取組」＆「今後へ向けた要望・意見」（赤色塗りつぶし）

「特色ある取組」＆「今後へ向けた要望・意見」（水色塗りつぶし）

観点

全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画を実施し、優れた実績・成果を挙げており、部局が特に認める場合

全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画を実施し、優れた実績・成果を挙げていると判断される場合

全ての評価指標がⅱ以上であり、年度計画を実施していると判断される場合

１つ以上の評価指標がⅰであり、年度計画を十分に実施しているとはいえないと判断される場合

１つ以上の評価指標ⅰであり、年度計画の実施が進んでいないと判断される場合

１ 社会との共創

【1-2-1】
◎オープンイノベーションセンター及び先端産業ラボラトリーにおいて
は、共創スペースの拡充等の措置により、共同研究・受託研究等を推進
し、URAオフィスにおいては、基礎・応用研究の学術成果を共同研究・受
託研究等へ繋げるための支援を行うとともに、研究機構においては、産
学官金連携体制強化に向けた全学的支援の状況を検証し、必要な強化策
を講じる。

Ⅱ 研究機構 研究機構
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令和５年度計画評価結果一覧

令和５年度計画 検証可能な評価指標 評価指標 年度計画 責任部局 実施部局

【4-1-1】
◯「課題解決型特別演習」を生命科学専攻でも開講し全６科目とする。
受講者を増やすために学生への周知やガイダンス等による履修指導を行
う。

【4-1-①】
○学内外協働教育の実施状況
（講義数：PBL型授業科目数を第４期中期目標期間中終了時までに令和
３年度よりも増やす（令和３年度５科目）。
受講者数：第４期中期目標期間終了時までに220名とする。（令和元年
度～令和３年度の平均（168名））

ⅱ Ⅲ 教育機構 理工学研究科

【4-2-1】
◎社会人向け広報、説明会を実施する。社会人学生が受講しやすいよう
に、東京にサテライト教室（東京ステーションカレッジ）で開講し、夜
間および土曜開講、長期履修制度を実施する。また遠隔による研究指導
等を実施する。

【4-2-①】
○人文社会科学研究科博士前期課程社会人入学者数・学位授与者数
（入学者数・学位授与者数を第４期中期目標期間最終年度までに15名に
する。（令和３年度入学者数10名）） ⅲ Ⅳ 教育機構

人文社会科学研究
科

【4-3-1】
◎海外から受験可能となるように遠隔による入試を実施する。受講者の
ニーズに合致するようにMAプログラム及びMEconプログラいずれの授業も
受講可能とする。

【4-3-①】
○人文社会科学研究科博士前期課程MAプログラム及びMEconプログラム
修了者数
（同プログラム修了者数は、第４期中期目標期間平均６名とする。（第
３期中期目標期間実績値：平均６名））

ⅲ Ⅲ 教育機構
人文社会科学研究

科

【5-1-1】
◎新入生へのガイダンス、留学説明会（ＯＢ・ＯＧとの連携を含む）、
ＩＥＬＴＳ説明会、危機管理セミナーを実施し、また、各種留学プログ
ラムを拡充し、派遣学生を増加させる。なお、実施に当たっては、各学
部・研究科、英語教育開発センター等との連携を強化し進める。

【5-1-①】
○派遣学生数
（第４期中期目標期間最終年度までに学生数の５％程度の派遣数を目指
す。）

ⅰ Ⅱ 国際本部 国際本部

【5-1-2】
◎協定校への中長期の派遣留学を積極的に推進したうえで、さらに、卒
業要件として認められる単位数16単位以上の学生数が50名程度の高い水
準を維持する。

【5-1-②】◆
○卒業要件として認定される単位数が16単位以上である中長期派遣留学
生数を第３期中期目標期間と同等の毎年度50名程度の水準を目指す。
（この水準は国立大学の中では全国で最上位にランクされるものであ
る。）

ⅰ Ⅱ 国際本部 国際本部

【5-1-3】
◎協定校への交換留学プログラム・語学研修プログラムを始め、学生イ
ンターンプログラム、語学交換プログラムなど、異なる価値観に触れ、
国際感覚を持った人材を養成するための国際共修として実施する。
　　また各種プログラムに参加した学生へのアンケートをオンラインで
実施して、ステークホルダーである学生からの意見によるたしかなエビ
デンスに基づく評価を受け、各種プログラムの現状を把握・改善するこ
とにより、各種プログラムの質の向上を図り、学生満足度の目標値を達
成する。

【5-1-③】
○プログラムの実施状況（各種プログラム参加学生の満足度としての評
価を５段階に分類し、参加学生にアンケートを実施する。そのうち上位
２段階までの評価の割合を毎年度80％以上とする。）

ⅰ Ⅱ 国際本部 国際本部

【5-2-1】
◎各学部・研究科の協力のもと、オンデマンド型の授業を作成する。さ
らに、それらのオンデマンド授業を活用した国際プログラムを拡充し、
海外協定校との連携も模索する。
オンデマンド型の授業については、各学部・研究科単位で累計４科目を
目安として構築する。

【5-2-①】
○オンデマンド型授業数
（第４期中期目標期間最終年度までに全学で累計100科目を目指す。）

ⅰ Ⅱ 国際本部
各学部・研究科、

国際本部

【5-2-2】
◎オンラインを活用した各種留学プログラムを試行し、参加した学生へ
のアンケートを実施して、ステークホルダーである学生からの意見によ
るたしかなエビデンスに基づく評価を受け、各種プログラムの現状を把
握・改善することにより、各種プログラムの質の向上を図り、学生満足
度の目標値を達成する。

【5-2-②】
○プログラムの実施状況
（各種プログラム参加学生の満足度としての評価を５段階に分類し、参
加学生にアンケートを実施する。そのうち上位２段階までの評価の割合
を毎年度80％以上とする。）

ⅰ Ⅰ 国際本部
各学部・研究科、

国際本部

【5-2-3】
◎国外研究者（ただし、日本人は除く。）による講義開講のための準備
を行い、併せて、国際化する教育研究環境を整備する。

【5-2-③】
○国外研究者によるオンライン講義数
（令和５年度から毎年度４科目の開講を目指す。） ⅱ Ⅲ 国際本部

教育機構、
国際本部

【5-3-1】
◎各学部・研究科と協力のうえ、また、各種プログラムにおいて海外協
定校との連携を強化し、留学生の受入を推進する。さらに、卒業生・修
了生ネットワークを充実させ、次世代の留学生獲得のため情報発信を行
う。

【5-3-①】
○受入留学生数
（第４期中期目標期間最終年度までに学生数の10％程度の受入数を目指
す。） ⅰ Ⅱ 国際本部

各学部・研究科、
国際本部

【6-1-1】
◎多様な学生に配慮した支援体制の構築のため、関係部局の担当者間で
担当者連絡会議を開催し、個々の事情に応じた支援を実施する。

【6-1-①】
○言語、文化、障がい、SOGIEといった多様な学生への個別のニーズ把
握と対応の実施体制の構築
（担当者連絡会議を毎年度３回程度開催）

ⅱ Ⅲ 教育機構 教育機構

３ 研究

【7-1-①】
○第４期中期目標期間中の年平均で、人文社会科学研究科においては著
書数23以上、論文数（査読なしを含む）133以上、教育学部においては
著書数37以上、査読付き論文数64以上、理工学研究科においては著書数
48以上、査読付き論文数439以上とする。

ⅰ

【7-1-②】
○科研費の受入件数
（第４期中期目標期間中の年平均を第３期中期目標期間中の年平均の
４％増を目指す。）

ⅰ

研究機構、人文社
会科学研究科、教
育学部、理工学研

究科

【7-2-1】
◎戦略的研究領域の活動状況を検証し、必要な強化策を講じる。
・X線・光赤外線宇宙物理研究領域においては、計画A～Cの各々について
以下の研究計画を推進する。
（計画A）国際研究拠点と連携して初期観測を実施、観測成果を公表す
る。
（計画B）計画Aと協調し、多波長連携ワークショップを開催する。
（計画C）世界の公開データを活用し、宇宙と地球の観測的研究を推進す
る。

・グリーンバイオサイエンス研究領域においては、バイオカーボン資源
の高付加価値化に有効なタンパク質や酵素代謝経路の改良を行う。

・健康科学研究領域においては、健康寿命の延伸や新たな生活様式への
対応を念頭に、IoT技術を用いた非侵襲生体情報計測技術、AI技術を用い
た大腸がん臨床検査・病理診断技術、人に寄り添った生活支援・リハビ
リテーション技術、糖鎖や抗体などの多価化による活性向上技術および
ウイルスマーカーへの応用、蛍光検出試薬の検出感度向上技術によりコ
ロナウイルスやピロリ菌等へ展開などの研究を行い、先進医療・ヘルス
ケアシステムの新たな設計方法論の構築およびシステムの高度化に関す
る研究開発を推進する。

・循環型ゼロエミッション社会形成研究領域においては、 循環経済移行
及びゼロエミッション社会形成に資する国際共同研究・プロジェクトの
推進を通して産業廃棄物問題に代表される環境問題解決に向けた分野横
断型学術研究領域を形成するとともに、国内外の優秀な若手人材育成に
取り組む。

・進化分子デザイン研究領域においては、抗体、酵素、蛍光タンパク質
に加え、新たにペプチドアプタマー、非天然型核酸アプタマー等を対象
とする進化分子の創製手法の確立およびこれらの分子を用いた細胞・動
物評価系の構築を推進する。この新規進化分子創製手法に、独自に開発
したバイオイメージング技術を組み合わせることで、リアルタイム・ハ
イスループットスクリーニング法を確立し、バイオセンシングデバイス
の開発の加速化を図る。

・未来光イノベーション研究領域においては、①自動車産業、②半導体
産業、③医療分野がもつ課題やニーズに応える光計測システムとして、
それぞれ①光学干渉計による3次元表面形状の計測の計測範囲の拡大や高
感度化、②非線形分光による時間分解空間電界分布計測の実証、③生体
試料を用いて光断層計測の実験を行い課題の抽出を行う。

・東アジアSD研究領域においては、東アジアの持続的発展（Sustainable
Development）をテーマとして、人文社会系や理工系の枠を超えた研究を
推進することとしており、 研究計画は以下のとおりである。① 東アジ
アSDワークショップの定期的開催、②アジアの協定校を含む大学等との
共同研究の推進、③研究成果について、査読付き国際英文ジャーナルへ
の掲載、英文書籍の出版及びディスカッション・ペーパー（DP）の発
表、④科研費、財団等の外部資金の獲得、⑤本研究領域の３年延長を想
定した、第４期中期目標・計画に沿った新たな研究のテーマ設定・準備
とそのための外部資金獲得。

【7-2-①】
○第４期中期目標期間最終年度または領域設置期間終了時に実施する外
部有識者を含む評価委員会による評価の結果、各戦略的研究領域で実施
する研究の目的、目標及び目標値の達成が認定されること。（各戦略的
研究領域は、世界水準の卓越した研究を目指すことを的確に示す研究目
的、目標及び目標値を、領域ごとに当該領域設置時に設定し、すみやか
にHP等で公開することとし、これらが研究活動開始時に設定されたもの
であることを担保することとする。）

ⅲ Ⅳ 研究機構 研究機構

【7-1-1】
◎人文社会科学研究科、教育学部、理工学研究科においては、高水準の
多様な学術研究を推進し、学術雑誌等を通して研究成果を公表するとと
もに、研究機構においては、研究推進に対する全学的支援の状況を検証
し、必要な強化策を講じる。

Ⅱ 研究機構
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【7-3-1】
◎人文社会科学研究科、教育学部、理工学研究科等においては国際共同
研究を推進し、学術雑誌等を通して高水準の成果を発信するとともに、
ＵＲＡオフィスにおいては、国際共同研究推進に対する全学的支援の状
況を検証し、必要な強化策を講じる。

【7-3-①】
○国際共著論文数
（第４期中期目標期間最終年度に第３期中期目標期間での中央値の５％
増を目指す。） ⅲ Ⅳ 研究機構

研究機構、人文社
会科学研究科、教
育学部、理工学研

究科

【8-1-1】
◎社会変革研究センターにグループ及び研究プロジェクトを設置し、脱
炭素及び地域共創に関する取組を推進する。
〇脱炭素推進部門においては2024年度より毎年1.9GWhの電力に相当する
CO2を削減するための施策及び脱炭素関連の研究開発を推進し、脱炭素に
係る本学の取組状況を学内外に発信する。
〇地域共創研究部門においては、産学官金連携拠点構想を具体化した
「医療・ヘルスケアイノベーション創成共創拠点」の設立に向けた施策
を実行し、地域共創に係る本学の取組状況を学内外に発信する。

【8-1-①】
○第４期中期目標期間最終年度またはプロジェクト設置期間終了時に実
施する外部有識者を含む評価委員会による評価の結果、社会変革研究セ
ンター（仮称）に設置する各研究プロジェクトで実施する研究の目的、
目標及び目標値の達成が認定されること。（社会変革研究センター（仮
称）に設置する各研究プロジェクトは、地球規模の課題、多様なステー
クホルダーが抱える課題の解決を目指すことを的確に示す研究目的、目
標及び目標値をプロジェクトごとに当該プロジェクト設置時に設定し、
すみやかにHP等で公開することとし、これらが研究活動開始時に設定さ
れたものであることを担保することとする。）

ⅲ Ⅳ 研究機構 研究機構

【9-1-①】
○女性教員比率
（第４期中期目標期間最終年度までに常勤女性教員（承継枠）の在職比
率24％以上を目指す。）

ⅰ

産学官連携・ダイ
バーシティ推進

課、人文社会研究
科、教育学部、理

工学研究科

【9-1-②】
○ライフイベント中の教職員のための支援制度新規利用者数
（毎年度、当該年度の制度利用者の新規利用者比率10％を目指す。） ⅲ ダイバーシティ推

進センター

４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項

【10-1-1】
◎附属四校園は、教育学部・教育学研究科と連携・協働して、「共生・
ダイバーシティ社会」の担い手づくりとなる教育モデルの研究、開発を
進める。目指すべき目標の６つの柱について検討するが。、令和５年度
は、③異なる文化や言語、④生命の多様性、を重点とする。前年度実施
した参加者の意識調査アンケートの結果を踏まえて、内容の改善をはか
る。

【10-1-①】
○教育学部・教育学研究科と連携した「共生・ダイバーシティ社会」の
担い手づくりを目的とした教育モデルの開発状況
（令和４～７年度で各附属学校園での実践プログラムを開発し、第４期
の中期目標期間最終年度までに附属四校園と大学が連携した総合的な教
育モデルを完成させる。（達成を目指す水準：学部・研究科との協働で
６つの柱「①「性」の多様性、②障害者・高齢者、③異なる文化や言
語、④生命の多様性、⑤多様な職業、⑥貧困・経済的格差」を視野に入
れた教育プログラムの開発。）
開発内容は研究成果報告書の刊行とウェブで公表する。）

ⅲ Ⅳ 教育機構
教育学部、教育学
研究科、附属四校

園

【10-1-2】
◎附属四校園がそれぞれ年１回行う研究協議会と、大学が附属学校園と
連携して年１回行う教育実践フォーラムにおいて、開発中のプログラム
について進捗状況を発表するとともに、開発した成果に対する参加者の
意識調査アンケートを行う。

【10-1-②】
○教育学部・教職大学院と協働で開発した教育プログラムの地域への発
信状況及び反映状況
（開発内容は地域の現職教員などが集まる各附属学校園研究協議会及び
大学教育実践フォーラムで毎年度進捗を発表する。そして参加者への意
識調査により、地域のニーズを把握するとともに、開発した成果に対す
る参加者の肯定的評価（上位２段階までの評価の割合）が80％以上とな
ることを目指す。）

ⅲ Ⅳ 教育機構
教育学部、教育学
研究科、附属四校

園

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

【11-1-1】
◎ステークホルダーのニーズを法人経営に反映させるため、経営協議会
における積極的な意見交換を促進し、前年度の意見も含め、学外委員か
らの意見を各種取組や改善に活用する。

【11-1-①】
○ステークホルダーの意見等の法人経営への反映状況
（毎年度、経営協議会を４回以上開催し、学外委員から頂いた全ての意
見・要望等の取扱について役員会等で検討し、適切に法人経営に反映す
る。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【11-1-2】
◎統合報告書を作成して経営情報を公表するとともに、経営協議会にて
報告し、前年度に経営協議会学外委員から聴取した意見等が反映された
内容となっているか確認する。
また、改めて意見等を聴取し、得られた意見等を検討のうえ、翌事業年
度の統合報告書の内容がよりステークホルダーのニーズに応えるものと
なるよう見直しを行う。

【11-1-②】
○「統合報告書」の作成と公表
（毎年度、「統合報告書」を作成・公表し、経営協議会等の意見・要望
等を聴取しつつ、法人経営に関する情報を効果的に発信する。） ⅱ Ⅲ 経営企画推進課 経営企画推進課

【11-2-1】
〇内部統制管理責任者が所掌する業務における内部統制システムの整備
及び運用状況について、内部統制統括管理責任者によるモニタリングを
実施し、その結果を内部統制委員会に報告する。内部統制委員会は、当
該モニタリング結果及び独立的評価の報告を踏まえ、当該業務を所掌す
る理事に内部統制システム上問題がある事項に係る是正・改善方策を指
示する。

【11-2-①】
○内部統制システムのモニタリング実施状況と是正・改善状況
（毎年度、モニタリングのうち自己点検、独立的評価（監事監査・内部
監査）をそれぞれ１回以上実施し、把握した又は監事から指摘された課
題について、役員会等で是正・改善方策を検討し、適切に実施する。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【11-3-1】
◎女性の管理職登用を進めるため、女性職員を対象としたリーダーシッ
プ等に関する研修、セミナー等を実施する。

【11-3-①】
○女性職員の管理職等に占める比率
（第４期中期目標期間最終年度までに、46歳以上の女性事務職員におけ
る課長代理相当職以上の女性事務職員を５名増やし、割合を30％以上に
増加させる。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【12-1-1】
◎令和4年度の整備状況を踏まえたキャンパスマスタープラン等に基づ
き、補助金や多様な財源を活用して施設整備を行い、共創拠点化等の形
成に向け機能強化、長寿命化及び老朽改善等を行う。

【12-1-①】
○キャンパスマスタープラン等による施設整備や長寿命化の進捗状況
（毎年度、キャンパスマスタープラン等に基づき、多様な財源も活用し
つつ施設整備を計画的に行っているか、経営協議会等で確認する。） ⅱ Ⅲ 財務部 財務部

【12-2-1】
◎設備マスタープランの設備計画の見直しを行うとともに、マスタープ
ランに基づき、老朽化・陳腐化した設備の更新・高度化を行い、教育研
究設備の改善を行う。

【12-2-①】
○学内予算（学長裁量経費等）による設備整備状況
（毎年度、第３期中期目標期間最終年度の予算額　（30,000千円）程度
を確保する。）

ⅱ Ⅲ 研究機構
研究機構
財務部

【12-2-2】
◎他大学や研究機関との設備の共同利用（依頼分析含む）を推進する。

【12-2-②】
○外部機関との共用の推進状況
（毎年度、第３期中期目標期間の平均値185件と同程度の水準を維持す
る。）

ⅲ Ⅳ 研究機構 研究機構

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項

【13-1-1】
◎URAオフィスにおいて、各種競争的研究資金の公募情報等をきめ細かく
周知するとともに、科研費説明会等の実施や申請書作成の支援等の取組
を行う。

【13-1-①】
○競争的資金の受入状況
（第４期中期目標期間最終年度に第３期中期目標期間の平均値
（859,545千円）から５％程度増加させる。）

ⅱ Ⅲ 研究機構 研究機構

【13-1-2】
◎オープンイノベーションセンター等を中心に、本学の研究シーズと企
業等ニーズとの効果的なマッチングを行い、共同研究や受託研究等の受
入を促進する。

【13-1-②】
○民間機関からの資金の受入状況
（第４期中期目標期間最終年度に第３期中期目標期間の平均値
（275,744千円）から10％程度増加させる。）

ⅱ Ⅲ 研究機構 研究機構

【13-2-1】
◎基金の募集を掲載した広報誌の郵送や企業訪問により募集を図ってい
く。また既寄附者に引き続き支援していただけるよう、基金が有効に活
用されていることの実績報告や寄附利用者の感謝の声を積極的に発信し
ていく。さらに、改めて現状分析を行うことにより、問題点を洗い出し
改善及び今後の方向性を明確化させて、新規寄附者の獲得を目指す。

【13-2-①】
○基金受入件数の増加
（第２・３期中期目標期間（平成25年度から令和元年度の７年間）での
受入件数の平均値（150件）を基準値とし、第４期中期目標期間終了時
に、基準値から10％増（165件）を目指す。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【7-2-1】
◎戦略的研究領域の活動状況を検証し、必要な強化策を講じる。
・X線・光赤外線宇宙物理研究領域においては、計画A～Cの各々について
以下の研究計画を推進する。
（計画A）国際研究拠点と連携して初期観測を実施、観測成果を公表す
る。
（計画B）計画Aと協調し、多波長連携ワークショップを開催する。
（計画C）世界の公開データを活用し、宇宙と地球の観測的研究を推進す
る。

・グリーンバイオサイエンス研究領域においては、バイオカーボン資源
の高付加価値化に有効なタンパク質や酵素代謝経路の改良を行う。

・健康科学研究領域においては、健康寿命の延伸や新たな生活様式への
対応を念頭に、IoT技術を用いた非侵襲生体情報計測技術、AI技術を用い
た大腸がん臨床検査・病理診断技術、人に寄り添った生活支援・リハビ
リテーション技術、糖鎖や抗体などの多価化による活性向上技術および
ウイルスマーカーへの応用、蛍光検出試薬の検出感度向上技術によりコ
ロナウイルスやピロリ菌等へ展開などの研究を行い、先進医療・ヘルス
ケアシステムの新たな設計方法論の構築およびシステムの高度化に関す
る研究開発を推進する。

・循環型ゼロエミッション社会形成研究領域においては、 循環経済移行
及びゼロエミッション社会形成に資する国際共同研究・プロジェクトの
推進を通して産業廃棄物問題に代表される環境問題解決に向けた分野横
断型学術研究領域を形成するとともに、国内外の優秀な若手人材育成に
取り組む。

・進化分子デザイン研究領域においては、抗体、酵素、蛍光タンパク質
に加え、新たにペプチドアプタマー、非天然型核酸アプタマー等を対象
とする進化分子の創製手法の確立およびこれらの分子を用いた細胞・動
物評価系の構築を推進する。この新規進化分子創製手法に、独自に開発
したバイオイメージング技術を組み合わせることで、リアルタイム・ハ
イスループットスクリーニング法を確立し、バイオセンシングデバイス
の開発の加速化を図る。

・未来光イノベーション研究領域においては、①自動車産業、②半導体
産業、③医療分野がもつ課題やニーズに応える光計測システムとして、
それぞれ①光学干渉計による3次元表面形状の計測の計測範囲の拡大や高
感度化、②非線形分光による時間分解空間電界分布計測の実証、③生体
試料を用いて光断層計測の実験を行い課題の抽出を行う。

・東アジアSD研究領域においては、東アジアの持続的発展（Sustainable
Development）をテーマとして、人文社会系や理工系の枠を超えた研究を
推進することとしており、 研究計画は以下のとおりである。① 東アジ
アSDワークショップの定期的開催、②アジアの協定校を含む大学等との
共同研究の推進、③研究成果について、査読付き国際英文ジャーナルへ
の掲載、英文書籍の出版及びディスカッション・ペーパー（DP）の発
表、④科研費、財団等の外部資金の獲得、⑤本研究領域の３年延長を想
定した、第４期中期目標・計画に沿った新たな研究のテーマ設定・準備
とそのための外部資金獲得。

【7-2-①】
○第４期中期目標期間最終年度または領域設置期間終了時に実施する外
部有識者を含む評価委員会による評価の結果、各戦略的研究領域で実施
する研究の目的、目標及び目標値の達成が認定されること。（各戦略的
研究領域は、世界水準の卓越した研究を目指すことを的確に示す研究目
的、目標及び目標値を、領域ごとに当該領域設置時に設定し、すみやか
にHP等で公開することとし、これらが研究活動開始時に設定されたもの
であることを担保することとする。）

ⅲ Ⅳ 研究機構 研究機構

【9-1-1】
◎ライフイベント中の教職員の支援制度を実施、ホームページなどを活
用し、支援制度の周知やニーズを探るなどし、多様な教職員が活躍でき
る就労環境を整備し、女性教員の採用比率を人文社会系部局においては
40%、教員養成系部局においては40％、自然科学系部局においては20％以
上とする。

Ⅱ ダイバーシティ推
進センター
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【13-3-1】
◎令和4年度に引き続き土地・建物について現状を把握し、情報収集を行
い有効活用について検討するとともに、学内施設の外部貸付について
は、継続利用者の確保のほか、貸出需要の収集や貸出情報の提供を行う
などして新たな利用者を開拓し、安定した財源を確保する。

【13-3-①】
○施設の貸付等収入状況
（令和４年度の目標値を53,000千円とし、毎年度、2,000千円程度増加
させる。）

ⅱ Ⅲ 財務部 財務部

【13-3-2】
◎資金収支計画及び資金運用計画を作成し、短期・長期に運用可能な資
金の状況を適確に把握して運用額を確保するとともに、安全性を重視し
つつ、金利の状況及び社会情勢に反映される金融市場を分析し、効果的
な運用を行う。

【13-3-②】
○保有資金の活用による資金運用益の状況
（令和４年度の目標値を3,000千円とし、毎年度、200千円程度増加させ
る。）

ⅲ Ⅳ 財務部 財務部

【13-4-1】
◎教育研究等の機能を強化し、ひいては本学の強み・特色の強化を図る
ため、令和5年度大学全体当初予算において、学長のリーダーシップのも
と、学内資源の最適化を進め、それにより捻出した学内資源を活用し、
学長裁量経費を戦略的に配分する。

【13-4-①】
○学内予算における学長裁量経費の予算配分状況
（毎年度、事業経費・経常経費の予算額の20.5％以上を確保する。） ⅱ Ⅲ 財務部 財務部

【14-1-1】
◎大学評価委員会による自己点検・評価、外部評価委員会による外部評
価を実施する。評価結果と併せて評価に基づく改善状況を公表し、学内
の諸活動におけるPDCAサイクルを回す。

【14-1-①】
○自己点検・評価及び外部評価の実施状況
（毎年度、評価指標等について、学長を委員長とした委員会による自己
点検・評価、外部有識者による委員会での外部評価を実施する。その結
果、改善が必要と認められる事項について改善を行い、点検・評価結果
と併せて公表する。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【14-2-1】
◎マネジメント改革を推進し、教育・研究の更なる向上のために、令和5
年度大学全体当初予算において、文部科学省が各国立大学法人等の成果
や実績を評価する「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の評価結
課等を踏まえた予算配分を行う。

【14-2-①】
○法人戦略・計画の進捗状況を反映した予算配分状況
（毎年度、事業経費・経常経費の予算額の１％程度を再配分する。） ⅱ Ⅲ 財務部 財務部

【14-3-1】
◎全学的な広報連絡体制の下、学内の情報収集機能を強化する。更に、
多くの若者が利用するSNSや英語版ホームページを利用して、入学希望者
や在学生、本学へ留学を希望する外国人等が求める情報を効果的に発信
する。

【14-3-①】
○HPの情報発信件数
（積極的な情報発信のため、平成30年度から令和２年度までのHP情報発
信件数の平均値を基準値とし、基準値から毎年３％増加（13件増）を図
り、第４期中期目標期間終了時には２割20％増加（78件増）を目標とす
る。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

【14-3-2】
◎生涯学習の機会を提供するために、自治体、産業界と連携し地域の
ニーズに応じた公開講座や、多くの入学志願者を獲得するために大学の
魅力を紹介するオープンキャンパスでは、本学に対して理解、支持が得
られるよう、参加者からのアンケートを活用し、改善点は次年度開催に
反映させる。

【14-3-②】
○公開講座、オープンキャンパスのアンケート調査の反映状況
（本学に対して、ステークホルダー（一般市民、受験生）はどのような
要望があるか公開講座、オープンキャンパスを通じてアンケート調査を
行い、広報・社会連携室会議等で検討・改善を行う。）

ⅱ Ⅲ 総務部 総務部

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項

【15-1-1】
◎在宅勤務実施状況を検証しICTの活用を促進するとともに、電子契約シ
ステムなどの押印業務の電子化等を導入する準備を進める。

【15-1-①】
○在宅勤務の実施状況
（第４期の中期目標期間最終年度までに、在宅勤務制度対象者のうち在
宅勤務を実施した者の比率45％以上とする。）

ⅱ Ⅲ 総務部

事務局
学長室
監査室

研究機構

【15-2-1】
◎基幹ファイアウォールを更新し、よりセキュリティの高い設定により
運用する。

【15-2-①】
○基幹情報システムのセキュリティ対策実績
（第４期中期目標期間中に１件実施する。）

ⅱ Ⅲ 情報基盤課
情報メディア基盤

センター

【15-2-2】
◎学内にあり、外部からアクセスを許可する機器のセキュリティ対策を
図るため、管理運用が適切に行われているかチェックを行う。

【15-2-②】
○主要な情報システムのチェック実施回数
（毎年度１回以上とする。）

ⅱ Ⅲ 情報基盤課
情報メディア基盤

センター

【15-2-3】
◎本学の全構成員に情報セキュリティ教育eラーニング教材を提供し、受
講を促す。

【15-2-③】
○情報セキュリティ教育の実施件数
（毎年度１件以上とする。）

ⅱ Ⅲ 情報基盤課
情報メディア基盤

センター

【15-2-4】
◎情報セキュリティに関して脅威情報及びソフトウェアの更新情報を学
内に周知する。

【15-2-④】
○情報セキュリティ注意喚起回数
（毎年度12回以上とする。）

ⅱ Ⅲ 情報基盤課
情報メディア基盤

センター

【15-3-1】
◎学内情報ネットワークの高速化を進める。

【15-3-①】
○ネットワーク機能高度化及び高速通信ネットワーク整備率（高速通信
ネットワーク整備率65％以上を目指す。）

ⅲ Ⅲ 情報基盤課
情報メディア基盤

センター

Ⅹ　その他

【Ⅹ-1-1】
◎ダイバーシティに配慮した教職員採用を推進し、女性教員の在職比率
及び女性職員の管理職等に占める比率を増加させる。

【Ⅹ-1-①】
○女性教員の在職比率及び女性職員の管理職等に占める比率 ⅰ Ⅱ 総務部

【Ⅹ-2-1】
◎教職員の資質向上を図るため、FD・SD を組織的に推進する。

【Ⅹ-2-①】
○FD・SDの推進状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-3-1】
◎教育研究の活性化を図るため、適切な業績評価に基づく年俸制の運
用、クロスアポイントメント制度の活用等を推進する。

【Ⅹ-3-①】
○年俸制の運用、クロスアポイントメント制度の活用等の推進状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-4-1】
◎職員の資質向上を図り、幅広い視野や人的ネットワークを培うため、
学外機関との間で積極的な人事交流を実施する。

【Ⅹ-4-①】
○学外機関との人事交流実施状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-5-1】
◎職員の採用にあたっては、幅広い年齢層や多様な人材を確保するた
め、関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験のほか、独自採用試験
を実施する。

【Ⅹ-5-①】
○職員採用状況

ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-6-1】
◎多様な教職員が活躍できる就労環境の整備、支援体制の拡充を図る。

【Ⅹ-6-①】
○就労環境の整備、支援体制の拡充状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-7-1】
◎研究費の不正使用を事前に防止するため、本学における「研究費不正
使用防止計画」の着実な実施とともに、教職員等の不正防止に関する理
解の促進のためのコンプライアンス教育及び不正使用を起こさせない組
織風土の形成を目的とした啓発活動を継続して実施する。

【Ⅹ-7-①】
○不正防止対策の策定、実施及びコンプライアンス教育、啓発活動の実
施状況

ⅱ Ⅲ 監査室

【Ⅹ-8-1】
◎研究活動上の不正行為を事前に防止するため、本学における「研究活
動上の不正行為の防止等に関する規則」及び「研究活動不正行為防止基
本方策・防止計画」に基づき、教職員等に研究倫理規範の修得及び研究
倫理の向上を目的とした、研究倫理教育等を実施する。

【Ⅹ-8-①】
○研究倫理教育等の実施状況

ⅱ Ⅲ 研究・連携推進部

【Ⅹ-9-1】
◎「放射線障害予防規則」、「高圧ガス管理要項」及び「薬品管理要
項」に基づき、放射線及び高圧ガスの取り扱いに関する安全教育や毒劇
物をはじめとした薬品の取り扱いに関するガイダンスを実施して注意喚
起を図る。さらに放射性物質については適切な使用簿の作成、高圧ガス
及び薬品については薬品管理システムの適切な運用により、事故等を未
然に防止する。

【Ⅹ-9-①】
○放射線の取り扱いに関する安全教育、薬品の取り扱いに関するガイダ
ンス、放射性物質については適切な使用簿の作成、薬品については薬品
管理システムの適切な運用 ⅱ Ⅲ 研究・連携推進部

【Ⅹ-10-1】
◎安全管理体制の再点検を行うともに、定期的に学内教育研究施設等の
安全点検を実施する。また、各教職員の意識向上を通じた安全文化の醸
成に向けた研修等を実施する。

【Ⅹ-10-①】
○学内教育研究施設等の安全点検及び各教職員の意識向上を通じた安全
文化の醸成に向けた研修等の実施状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-11-1】
◎教育研究活動が安全に実施されるよう、教職員に対する周知、普及啓
発を徹底するとともに、環境の変化に応じて、ウィズコロナを踏まえた
対策等の見直しを柔軟に行う。

【Ⅹ-11-①】
○教職員に対する周知、普及啓発及びウィズコロナを踏まえた対策等の
見直し状況 ⅱ Ⅲ 総務部

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項
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【Ⅹ-12-1】
◎政府によるマイナンバーカードの活用の促進方針に対応して、積極的
な取得及び利活用を推進する。

【Ⅹ-12-①】
○マイナンバーカードの取得及び利活用の推進状況 ⅱ Ⅲ 総務部

【Ⅹ-13-1】
◎広報チラシの配布やウェブ等を利用して学生への普及促進を行う。

【Ⅹ-13-①】
○マイナンバーカードの学生への普及促進状況 ⅱ Ⅲ 学務部
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